
9
号
.山
田

精
一

上
士
幌
町
字
上
士
幌

も

"

睫
日

入
会
.
沢
田
春
治

函̂
館
)

"肖

--

、

-

行
政
書
士
制
度
P
R
の
た

発

　

　

　
　

印

杜

薦
7

.!
;
,,:
:渡
辺
会
長
!
↓
2

日
行
連
会
議
報
告

･:藤
山
副
会
長
:
!
3

◇
八
支
部
代
表
者
会
議

◇
臨
時
総
会

年
頭
所
感

･!
!
!
;
:
:
:
!
荒
支
部
長
:
ー
4

誌
上
講
座

･:
:
:!
!
:
:
沢
田
先
生
!
5

会
員
異
動

･!
:
:
:
:
-
l
!
!
:
:
:
:
!
2

◇
入
会
者
、
転
出
入
者
、
死
亡
者

◇
退
会
者
、
処
分
退
会
者
、
休
業

◇
事
務
所
変
更

◇
行
政
書
士
登
録

◇
行
政
書
士
登
録
ま
つ
消

◇
行
政
書
士
試
験
合
格

◇
町
制
施
行
の
二
村

◇
良
書
推
せ
ん

斡
旋
物
資
価
格
表
(折
込
み
)
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亀
が
あ
っ
た
り
、
学
齢
に
達
し
た
後
の
も
の
･

そ
の
他
法
務
局

一
日
糺剴
で
ち
つ
て
も
h

と

で
鬚

“

学
う
、
ヒ
ニ
コヨ;

-
)
-
)
;
･1
I

(第25号)

年
頭
の
挨
拶

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

若
駒
の
駈
け
る
が
如
き
活
達
な
新
春
を
迎
え
皆
様
の

隆
昌
発
展
を
心
か
ら
御
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

報

昭
和
四
十
年
は
我
々
に
は
記
念
す
べ
き
年
で
あ
り

会

ま
し
た
。
会
員
数
は
遂
に
五
百
名
突
破
の
盛
況
に
達

士

し
行
政
書
士
法
施
行
十
五
周
年
を
迎
え
て
盛
大
に
そ

書政

の
記
念
式
典
を
挙
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

行

行
政
書
士
制
度
の
確
立
を
祝
福
し
、
業
界
多
年
の

道

功
労
者
の
顕
彰
記
念
大
会
等
の
行
事
を
実
施
し
て
、

海

行
政
書
士
法
並
び
に
行
政
書
士
会
の
認
識
を
一
般
に

し
し

　　
　

広
め
、
会
員
相
互
の
融
和
親
睦
を
深
め
、
会
の
結
束

を
一
段
と
強
化
し
得
ま
し
た
こ
と
は
誠
に
同
慶
に
堪

え
な
い
と
こ
ろ
、
偏
に
執
行
部
の
御
協
力
は
勿
論
な

B

が
ら
、
主
管
当
局
の
御
理
解
あ
る
御
指
導
、
全
会
員

月

の
絶
大
な
る
御
協
力
の
お
か
げ
で
、
こ
こ
に
改
め
て

年6

深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

旧

私
は
会
創
立
当
初
か
ら
引
続
き
会
長
の
重
責
を
け

6
〉
~H
NA付
棒煙
△
囚
*繊密
職飢肌生
ロ

ー 9 6 6年 1月20日

錆
岡
市
に
お
い
て
去
る
二
月
十
、
十
一
日
開
催
さ
れ
た
標
記

の
会
議
に
出
席
し
た
経
過
を
別
項
の
と
お
り
報
告
い
た
し
ま

す
。

北
海
道
行
政
書
士
会
副
会
長

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
常
任
理
事

藤

山

利

夫

日
行
達
八
支
部
代
表
者
会
議

北 海 道 行 政 書 士 会 報(第25号)

日

時

四
十
年
十
二
月
十
日

午
後
四
時
2
七
時

会

場

静
岡
県
静
岡
市
伝
馬
町

旅
館

安
田
屋

出
席
者

北
海
道

藤
山
、
東
北

細
川
、
関
東

浅
井

近

畿

民
谷
、
中
部

佐
野
、
四
国

岡
井

九

州

岡
部
、
中
国

(欠
席
)
以
上
七
名

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
庄
司

(三
重
)
大
野

(岐
阜
)

三
原

愛̂
知
)
外
二
名

八
支
部
代
表
者
議
長

佐
野
中
部
支
部
長
挨
拶

第
一
回
支
部
代
表
者
会
議
に
お
い
て
議
長
に
選
任
さ
れ
、
以

来
副
議
長
と
協
議
の
上
業
務
を
執
行
し
明
日
開
催
の
臨
時
総
会

に
至
っ
た
。

開
催
地
静
岡
県
会
長

浅
井
関
東
支
部
長
挨
拶

十
一月
七
日
、
関
東
支
部
長
山
下
、
千
葉
県
会
長
辞
任
に
伴

い
後
任
と
し
て
関
東
支
部
長
に
選
出
さ
れ
、
支
部
代
表
者
会
議

に
加
わ
り
今
回
佐
野
議
長
の
要
請
に
よ
っ
て
本
日
の
支
部
代
表

者
会
議
、
ま
た
明
日
の
臨
時
総
会
会
場
を
設
営
し
た
も
の
で
あ

る
。議

事

一
、
会
則
変
更
案
の
審
議

支
部
代
表
者
議
長
、
副
議
長
の
作
成
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た

も
の
で
、
会
則
全
般
に
亘
り
慎
重
審
議
の
必
要
あ
り
と
し
て
東

北
、
北
海
道
の
意
見
あ
り
、
決
議
す
る
に
至
ら
ず
、
新
役
員
決

定
の
上
、
次
期
定
時
総
会
に
附
議
す
る
こ
と
に
し
参
考
資
料
と

“対
等
;辞
簿
式潟
は
む
き
かね望
む

　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　　　　
　

しけ
説
増
せ‐シネ
を
.す
き
誓
言ゞ
晨
ふ
せ
転出せ
き
、六言
う:"‘"
‘ゞ

‘"‐-
“ミ
ー
;
-･
‘
“
“““““
‐-“′;:“‘【:t'-′;
--【>‐;
‘ft-
Fミー
恥
r

北
海
道
行
政
書
士
会

会

長

渡

辺

慶

吉

行
部
の
御
指
導
を
持
み
、
役
員
会
の
決
議
に
基
づ
い

て
微
力
を
献
げ
て
参
り
ま
し
た
。
特
に
か
く
れ
た
る

闇
業
者
に
対
し
て
は
い
る
い
る
と
防
止
対
策
を
講
じ

そ
の
都
度
会
報
で
御
報
告
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、

是
正
の
出
来
た
面
も
多
々
ご
ざ
い
ま
す
が
、
未
だ
そ

の
悩
み
の
絶
え
な
い
こ
と
は
誠
に
遺
憾
に
堪
え
な
い

次
第
で
あ
り
ま
す
。

然
し
な
が
ら
之
が
是
正
の
出
来
な
い
限
り
業
界
の

繁
栄
も
会
の
発
展
も
あ
り
得
な
い
と
存
じ
ま
す
の
で

会
員
の
御
協
力
を
切
に
望
む
次
第
で
あ
り
ま
す
。

会
員
の
手
が
及
ば
な
い
た
め
に
闇
業
者
の
蹠
こ
を

許
す
例
も
あ
る
や
に
聞
き
及
び
ま
す
の
で
、
業
務
の

研
修
に
は
特
に
励
み
、
積
極
的
に
業
務
を
吸
収
す
る

よ
う
努
力
せ
ら
れ
、
ま
た
違
反
者
を
発
見
し
た
場
合

は
、
そ
の
実
証
を
調
査
確
認
し
て
、
具
体
的
に
本
会

へ
文
書
報
告
下
さ
る
よ
う
御
願
い
申
し
ま
す
。

新
春
に
当
り
皆
様
の
御
多
幸
を
御
祈
り
申
し
上
げ

す
る
こ
と
快
十
′G

三
、
臨
時
総
会
開
催
に
つ
い
て

明
十
一
日
の
臨
時
総
会
次
第
に
つ
い
て
、
支
部
代
表
者
が
執

行
部
た
る
責
任
を
有
し
、
各
分
担
等
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

十
二
月
十
一
日

午
前
九
時
と
十
一
時

臨
時
総
会
開
催
に
つ
い
て

咋
夕
迄
審
議
し
た
点
で
な
お
不
備
な
部
分
を
検
討
し
、
こ
の

臨
時
総
会
を
円
満
に
終
了
さ
せ
将
来
の
明
る
い
連
合
会
運
営
を

図
る
た
め
七
代
表
者
に
よ
っ
て
充
分
話
合
の
上
、
一
応
の
諸
準

備
は
完
了
し
た
。

十
二
月
十
一
日

午
後
六
時
ご
八
時

総
会
の
円
満
終
了
後
新
役
員
と
支
部
代
表
者
に
よ
っ
て
懇
談

会
を
開
催
、
出
席
し
た
。

日

行

達
臨

時

総

会

日

時

四
十
年
十
二
月
十
一
日

午
後
一時
芝
五
時

会

場

静
岡
市
静
岡
県
民
会
館
三
階

出
席
者

出
席
四
六
名

･

委
任
状
三
十
一名
べ
う
ち
本
道
委
任
状
六
名
)

･
総
会
の
次
第

て

地
元
会
長
の
挨
拶

二
、
連
合
会
長
の
挨
拶

三
、
正
副
議
長
の
選
出
(議
事
録
署
名
人
選
出
)

四
、
決
算
特
別
委
員
会
の
決
算
報
告

五
、
八
支
部
代
表
者
会
議
の
経
過
報
告

六
、
臨
時
予
算
案
提
出

七
、
役
員
の
選
出

八
、
新
役
員
の
挨
拶

九
、
そ
の
他
提
出
議
案
審
議
の
件

地
元
静
岡
県
山
本
副
会
長
の
司
会
に
よ
り
開
会

一、
浅
井
関
東
支
部
長

静̂
岡
県
会
長
)
の
挨
拶
(要
旨
)

支
部
代
表
者
会
議
の
申
し
入
れ
に
よ
り
会
場
を
引
受
け
た
が

今
回
は
臨
時
総
会
で
あ
り
専
ら
議
案
審
議
に
時
間
を
必
要
と
す

‐賢
三

‐
…ゞ
望
んぶ亭
ゞ
李ゞ
誉
をき
み寿
語
幹
こす
ン希
薄
跳
ぶ
樅平を終
幕嘉

謹
賀
新
年

豊監支理支理支理支理支理支理支 理支理支 理支理支理支常経常企常企常総常経常経常副企副縫副会
潔 瓢 叡 歎 採 檄 邨 部 叡 割 印 幻任 任 任 任 任理任理任ム画△務△ +◆㈹
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瑚理 理 理 理T理部理部理云部云部云 ]

--農事長事長事長事長事長事長 事長事長 事長事長事長事理事画事画事務事長事長事長長長長長長 男ミ
代

長

渡

辺

慶

古

(札
幌
)

販
佐
藤

幸
之
助
紅
賜

て

藤

山

利

夫

(札
幌
)

長

岸

川

隆

次

(小
榑
)

事

丼

上

映

二

(札
幌
)

有

馬

範

治

〔札
幌
)

成

沢

梅
次
郎

(札
幌
)

関

根

克

治

(札
幌
)

横

路

雅

美

(札
幌
)

森

平

国

武

(札
幌
)

森

口

松
太
郎

(札
幌
)

竹

原

健
治
郎

(函
館
)

息

才

源

七

(函
館
)

支
部
長

細

井

伊
三
郎

(小
樽
)

理

事

後

藤

勲

(空
知
)

支
部
長

今

村

竜
太
郎

(空
知
)

翅
部
隷
荒

慶
次
郎

(旭
川
)

理

事

橋

本

雄

一
(留
萠
)

支
部
長

小

杉

照

光

(留
萠
)

翅
部
鸚
藤

井

清

(網
走
)

建
部
顯
灰
原

泰

広

(室
蘭
)

翹
部
霧
石

本
則

善
合
一景
5

理

事

佐
々
木

行

雄

(十
勝
)

支
部
長

喜

多

章

明

(十
勝
)

翅
部
霧
野

尻

瀞

(釧
路
)

翅
部
霧
坂
本

福

治

(根
室
)

監

事

長

山

正

w

(札
幌
)

(空
知
〉

る
の
で
y
拝
の
風
情
も
な
い
が
会
議
終
7
皸
･
辞
輯
爾
燕
落
巍
“鰕輔導
さげ"窺

知

っ
て
お
帰
り
頭
い
た
い
。

二
、
清
丸
連
合
会
長
の
挨
拶

(要
旨
)

連
合
会
の
諸
種
の
問
題
収
し
ゅ
う
の
た
め
今
u
の
臨
時
総
会

を
開
催
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
特
別
の
甚
力

を
頂
い
た
支
部
代
表
者
会
議
並
び
に
今
日
の
会
場
設
営
に
当
ら

れ
た
地
元
静
岡
会
に
対
し
厚
く
感
謝
す
る
と
共
に
今
後
連
合
会

が
皆
様
方
の
協
力
に
よ
り
、
連
合
会
ら
し
い
在
り
方
を
す
る
よ

う
愛
会
の
精
神
で
有
終
の
美
を
飾
る
よ
う
に
至
り
た
い
と
思

う
。
ど
う
か
将
来
に
過
根
を
残
さ
な
い
も
の
と
し
て
頂
き
た

い
。連

合
会
長
挨
拶
に
関
連
し
｢招
集
通
知
、
招
集
権
者
｣
等
に

つ
い
て
質
問
あ
る
も
進
行
動
議
に
よ
り
こ
れ
を
打
切
り

三
、
議
長
副
議
長
の
選
出

議

長

浅
井
静
岡
県
会
長

副
議
長

種
本
兵
庫
県
会
長

-

浅
井
議
長
よ
り
本
日
の
議
事
は
連
合
会
の
前
進
を
目
的
と
し

3

て
い
る
の
で
、
質
問
は
こ
れ
を
考
慮
し
た
建
設
的
な
も
の
と
し

一

て
賞
い
た
い
旨
挨
拶
が
あ
り
、
次
い
で
議
事
録
署
名
人
に

愛
媛
県
会
長
、
群
馬
県
会
長

を
選
出

テ
ー
プ
コ
ー
ダ
!
使
用

四
、
決
算
特
別
委
員
会
情
丸
委
員
長
の
報
告

決
算
特
別
委
員
会
第
一
回
三
九
、
九
、
二
0
、
第
二
回
四
十

年
十
月
十
日
と
開
催
し
別
紙
報
告
書
の
と
お
り
法
改
正
と
臨
行

調
関
係
費
用
は
妥
当
な
る
も
の
と
了
承
し
た
。
不
足
金
の
処
置

は
拠
出
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
目
安
が
あ
る
が
本
日
決
議
の
上

納
入
に
努
力
を
願
い
た
い
。

こ
れ
に
対
し
、
収
支
明
細
書
を
提
示
せ
よ
等
二
、
三
の
質
問

が
な
さ
れ
た
が
清
丸
委
員
長
の
詳
細
説
明
と
前
法
改
正
、
議
長

佐
野
支
部
代
表
者
の
説
明
に
よ
り
諒
承
し
経
過
報
告
の
議
案
は

承
認
さ
れ
た
。

五
、
八
支
部
代
表
者
会
議
佐
野
議
長
の
報
告

本
年
第
五
回
四
国
総
会
で
代
表
者
会
議
長
が
出
来
九
月
四
日



頂

一
が
あ
っ
た
り
･

学
齢
に
達
し
た
後
の
み

･
そ
の
他
芸
務
局

一
日
山刊
で
ら
つ
く
も
m

と
で
フ
駆

で
竿
う
ジ

テ

蔓
｣i

｢

)

'
チ

ー

東
京
に
於
い
て
第
一
回
の
会
議
を
開
催
し
議
長
、
副
議
長
を
選

任
し
、
こ
の
他
相
談
役
五
名
を
置
い
て
幾
回
と
な
く
会
議
を
し

て
今
日
の
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
に
至
っ
た
旨
報
生毫

こ
れ
に
対
し
会
費
の
徴
収
方
法
、
十
一
月
中
に
開
催
す
べ
き

総
会
が
十
二
月
に
な
っ
た
理
由
な
ど
質
問
が
な
さ
れ
た
が
、
更

に
そ
の
経
過
を
説
明
さ
れ
諒
解
し
経
過
報
告
は
承
認
さ
れ
た
。

注̂
)
こ
の
報
告
に
よ
り
八
支
部
代
表
者
会
議
は
解
散
し
た

こ
と
に
な
る
。

六
、
四
十
年
度
臨
時
予
算
案

提
案
者
佐
野
氏
よ
り
別
紙
予
算
案
を
朗
読

こ
の
予
算
案
は
収
入
に
見
合
う
支
出
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
ず

報

本
日
選
出
さ
れ
る
新
役
員
に
よ
っ
て
事
業
計
画
に
基
ず
く
新
予

算
案
を
打
出
し
実
際
に
即
応
し
た
処
置
を
さ
れ
た
い
旨
を
述
べ

承
認
さ
る
。

士

七
、
役
員
の
選
出

書
[

第
五
回
総
会
に
お
い
て
辞
任
中
田
中
の
会
長
一
名
、
副
会
長

政

三
名
、
幹
事
一
名
の
選
出
o

行

議
長

会
長
そ
の
他
の
役
員
選
出
方
法
を
は
か
る
。

道

A
、
選
考
委
員
で
の
意
見
多
数

B
、
選
考
委
員
は
八
支
部
長
或
い
は
代
表
者
と
す
る
。

、、

C
、
会
長
の
選
任
を
な
し
、
会
長
を
含
め
て
副
会
長
の
選

し
し,汀

出
す
る
こ
と
に
賛
成
多
数
。

選
考
委
員
は
別
室
に
お
い
て

そ
の
間
暫
時
休
憩
を
宜
ず

選
考
委
員

北
海
道

藤
山
、
東
北

細
川
、
関
東

浅
井

中

部

佐
野
、
近
畿

加
藤
、
四
国

岡
井

日

九

州

岡
部
、
中
国

(欠
)
以
上
七
名

駝

新
役
員

鯛

会

長

清

丸

顯

雄
(盛
泉
部
会
長
)

副
会
長

藤

野

一

郎
(東
京
都
副
会
長
)

　

　
　
　
　
　
　
　
　

幹

事

米

沢

髪
太
郎
(青
森
県
会
長
)

以
上
を
選
出
、
次
期
総
会
改
選
を
条
件
と
し
て
承
認

八
、
新
役
員
の
挨
拶
(要
旨
)

代
表
し
て
清
丸
会
長
か
ら
諸
問
題
解
決
の
明
る
い
見
通
し
が

出
来
た
と
き
専
心
努
力
す
る
の
で
ご
協
力
顔
い
た
い
。

九
、
そ
の
他
提
出
案
件
審
議
の
件

の
会
則
案

A
、
支
部
代
表
者
案
、

B
、
静
岡
会
案

年

頭

所

新
し
い
年
を
迎
え
謹
ん
で
新
春
の
お
よ
ろ
こ
び
と
皆
様
の
御

繁
栄
と
御
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

顧
み
る
に
昭
和
三
十
九
年
一
月
、
私
は
旭
川
支
部
長
の
重
責

を
け
が
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
当
時
前
任
者
よ
り
引
継
ぎ

を
受
け
ま
し
た
際
、
実
は
会
費
滞
納
者
の
多
い
の
に
愕
然
と
し

た
次
第
で
し
た
。
会
員
六
十
五
名
、
そ
の
大
半
が
滞
納
し
、
特

に
一
年
乃
至
二
ヵ
年
の
長
期
の
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い

う
実
情
を
知
り
、
い
さ
さ
か
寂
真
の
感
な
き
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。行

政
書
士
の
職
責
の
社
会
的
重
要
さ
は
今
更
論
ず
る
ま
で
も

な
く
皆
さ
ん
に
は
先
刻
御
承
知
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
自
覚
す
れ

ぱ
こ
そ
我
々
は
研
鑽
に
励
み
、
社
会
人
と
し
て
社
会
に
幾
分
な

り
と
も
貢
献
し
得
る
こ
と
に
生
き
が
い
と
喜
び
を
感
じ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
か
く
れ
た
る
闇
業
者
が
至
る
と
こ
ろ
に
歌
こ
し
て
い

る
現
状
は
法
治
国
と
し
て
誠
に
恥
か
し
く
我
慢
の
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

兎
に
角
支
部
が
融
和
し
結
集
す
る
こ
と
、
業
務
に
熱
意
を
総

ゐ、
.し
て
量
目で
う
}レ
ア、
-
◆#き
し
て
--Jも
ぐ
こ
り
/滲
む拝
広
げ空
ず′添
字
｣
;
＼

こ
ね
“

会
則
は
次
期
総
会
に
提
案
さ
れ
る
の
で
本
案
を
特
返
り
検

討
さ
れ
改
正
資
料
と
さ
れ
た
い
。

②
次
期
総
会
々
場
に
つ
い
て

支
部
長
会
に
一
任
す
る
。

以
上
を
も
っ
て
全
案
件
の
審
議
を
終
了
し
、
五
時
か
ら
会
場

は
別
途
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
定
刻
ぎ
り
ぎ
り
、
且

つ
て
見
な
い
和
や
か
な
雰
囲
気
の
う
ち
に
閉
会
し
た
。

感

旭
川
支
部
長

荒

慶

次

郎

が
私
に
課
せ
ら
れ
た
一
大
試
練
と
覚
悟
し
て
、
薦
来
二
ヵ
年
間

会
長
を
は
じ
め
執
行
部
の
御
指
導
と
会
員
皆
さ
ん
の
御
協
力
を

侍
ね
と
し
て
東
奔
西
走
微
力
を
尽
し
て
参
っ
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。
広
範
な
地
域
の
こ
と
未
だ
足
跡
の
及
ば
な
い
所
も
あ
り
ま

す
が
、
幸
に
し
て
そ
の
後
会
員
の
皆
さ
ん
の
絶
大
な
る
御
協
力

を
得
る
こ
と
が
出
来
、
会
員
数
も
漸
増
し
て
九
十
名
に
垂
ん
と

し
、
会
費
納
入
の
成
績
も
漸
次
向
上
し
て
参
り
ま
し
て
昨
年
九

月
頃
既
に
年
度
完
納
者
二
十
名
を
数
え
、
長
期
滞
納
と
い
う
不

名
誉
を
払
拭
し
て
全
く
面
目
を
一
新
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

昨
秋
行
政
書
士
法
制
定
十
五
周
年
記
念
式
典
が
札
幌
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
際
、
当
支
部
は
、
支
部
団
体
表
彰
並
び
に
多
数
の

会
員
が
個
人
表
彰
を
受
賞
致
し
ま
し
た
が
、
今
そ
の
感
激
を
新

た
に
し
明
る
い
希
望
を
も
っ
て
新
春
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。

本
年
は
二
ヵ
年
の
成
果
に
鑑
み
、
努
力
の
力
点
を
更
に
会
員

の
融
和
結
集
、
業
務
の
研
修
に
置
く
所
存
で
居
り
ま
す
。
特
に

研
修
会
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
農
地
、
戸
籍
、
防
犯
関
係
等
の

み
で
な
く
、
各
方
面
に
渉
り
書
士
と
し
て
の
実
務
資
料
に
重
点

を
置
い
て
業
界
並
び
に
会
の̂
発
最
長
…協
力
教
主
毀
さ
鯰
頸
鞏
あ
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り
ま
す
。

ど
う
ぞ
本
年
･も
旧
に
倍
し
て
会
長
を
は
じ
め
執
行
部
、
会
員

の
諸
先
生
方
の
御
指
導
御
鞭
撻
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

皆
様
の
御
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
年
頭
の
所
感
に

代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

誌
上
講
座

戸
籍
法
に
つ
い
て
第
三
回
)

旭
川
市
役
所
市
民
課

沢

田

養
子
縁
組

北 海 道 行 政 書 士 会 報ミ第25号)

一
、
養
子
縁
組
の
意
義

養
子
縁
組
は
、
嫡
出
で
な
い
者
に
対
し
、
縁
組
当
事
者
間
に

嫡
子
と
同
一
の
法
律
関
係
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
身
分
行

為
で
あ
っ
て
、
そ
の
届
出
は
届
出
に
よ
っ
て
効
力
を
発
生
す
る

所
謂
創
設
的
届
出
で
あ
る
。
勿
論
当
事
者
間
の
合
意
が
あ
る
こ

と
が
絶
対
的
の
要
件
で
あ
る
。

二
、
養
子
制
度
の
沿
革

我
が
国
の
養
子
縁
組
制
度
は
家
族
制
度
を
維
持
発
展
さ
せ
る

た
め
、
即
ち
家
の
祭
祁
継
承
の
必
要
上
｢家
の
た
め
の
養
子
｣

と
し
て
始
ま
り
、
近
代
産
業
の
発
達
と
交
通
機
関
の
進
歩
に
よ

っ
て
、
家
族
制
度
が
次
第
に
衰
微
す
る
に
及
ん
で
｢親
の
た
め

の
養
子
｣
と
な
り
、
終
戦
後
家
族
制
度
の
廃
止
と
個
人
尊
重
の

見
地
か
ら
子
の
保
護
を
目
的
と
す
る
所
謂
｢子
の
た
め
の
養
子
｣

と
変

っ
て
き
た
。

三
、
養
子
縁
組
の
成
立
要
件

髻
、
当
事
者
間
に
縁
組
の
意
志
が
あ
る
こ
と

齢

禁
治
産
者
が
縁
組
の
当
事
者
で
あ
る
場
合
も
そ
の
後

見
人
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
。

回

詐
欺
強
迫
に
よ
っ
て
縁
組
を
し
た
者
は
、
そ
の
縁
組

孝

の
W取
消
…を
}要
求
"･す
る
こ
と
が
で
、き
ろ
。

内

原
則
と
し
て
法
定
代
理
を
許
容
し
な
い
。
た
だ
し
養

子
と
な
る
者
が
綣
歳
未
満
で
あ
る
と
き
、
夫
婦
が
養
子

と
な
り
、
又
養
親
と
な
る
場
合
、
そ
の
一
方
が
意
志
表

示
が
で
き
な
い
と
き
の
二
つ
の
場
合
は
認
め
ら
れ
て
い

る
。

臼

当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
に
そ
の
意
志
の
な
い
場
合

当
事
者
の
不
知
の
間
に
な
さ
れ
た
縁
組
、
意
志
能
力
欠

除
の
場
合
の
縁
組
は
無
効
で
あ
る
。

2
、
養
親
と
な
る
者
の
資
格

哨

成
年
者
で
あ
る
こ
と
。
未
成
年
者
で
も
婚
姻
を
す
れ

ば
成
年
者
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
婚
姻
を
し
た
後
は
、

養
子
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

回

直
系
尊
族
又
は
年
長
者
を
養
子
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
夫
婦
養
子
の
場
合
は
養
父
母
と
も
養
子
夫
婦
よ

り
年
長
で
あ
る
こ
と
o

内

未
成
年
者
を
養
子
と
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
自
己
又
は
配
偶

者
の
直
系
卑
層
を
養
子
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
直
系
卑
属
の
中
に
は
養
親
子
関
係
を
含
む
。

国

後
見
人
が
被
後
見
人
を
養
子
と
す
る
と
き
は
、
家
庭

裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈹

配
偶
者
の
あ
る
者
が
養
子
縁
組
を
す
る
と
き
は
、
そ

の
配
偶
者
と
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
夫

婦
の
一
方
の
子
を
他
の
方
が
養
子
と
す
る
と
き
は
一
方

だ
け
で
縁
組
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

内

夫
婦
が
養
子
を
す
る
場
合
、
そ
の
一方
が
意
志
表
示

が
で
き
な
い
と
き
は
、
他
の
一
方
が
双
方
の
名
義
で
縁

組
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

的

自
己
の
嫡
出
子
は
養
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が

嫡
出
で
な
い
子
は
、
自
己
の
子
で
も
養
子
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

3
、
養
子
と
な
る
者
の
資
格

m朝

暮
〆一十
と
･な
る
、も
の
が
↓覇
掎
経
笠
食
湧
の
‐た
てき
は
-
そ
の

法
定
代
理
人
が
代
っ
て
縁
組
の
承
諾
を
す
る
。

回

未
成
年
者
を
養
子
と
す
る
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許

可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
前
記
2
の
例
の

と
お
り
。

内

夫
婦
は
と
も
に
養
子
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
前
記
2
の
困
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

間

夫
婦
の
一
方
が
意
志
表
示
が
で
き
な
い
と
き
こ
れ
は

2
の
内
と
同
じ
で
あ
る
。

困

嫡
出
子
は
実
父
母
と
の
縁
組
は
で
き
な
い
。
2
の
卷

に
同
じ
。

4
、
届

出

前
に
説
明
し
た
よ
う
に
標
準
様
式
が
あ
っ
て
、
市
町
村
役

場
に
用
紙
が
備
え
付
け
て
あ
る
。

椚

届
出
人
は
養
父
母
と
養
子
で
あ
る
。
養
子
が
修
歳
末

満
の
と
き
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
代
っ
て
縁
組
に
つ

い
て
の
承
諾
者
と
な
り
届
出
人
と
な
る
。
こ
の
場
合
は

届
出
人
欄
に
養
子
と
な
る
者
の
住
所
が
書
か
れ
な
い
の

で
、
そ
の
他
の
事
項
欄
に
養
子
の
住
所
を
書
い
て
お
く

こ
、と
0

回

証
人
二
人
が
必
要

こ
の
証
人
の
こ
と
を
保
証
人
と
云
う
人
が
あ
り
ま
す

が
、
保
証
人
と
言
う
と
、
養
子
縁
組
を
し
た
後
に
お
き

た
紛
争
に
つ
い
て
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
に
と
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
市
町
村
長
は
形
式
的
審
査
権
し
か
な
い
た

め
に
、
書
類
が
完
備
し
て
お
れ
ば
、
そ
れ
以
上
養
親
、

養
子
に
つ
い
て
確
か
に
縁
組
の
意
志
が
あ
る
か
な
ど
と

た
ず
ね
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
双
方
に
縁
組

の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
、
そ
の
証
明
を
つ
け

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ
が
証
人
の
役
割
で

す
。
こ
の
証
人
の
記
名
押
印
が
あ
れ
ば
当
然
双
方
に
縁

組
の
意
志
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
ま
す
。
婚
姻
、
協
議
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が
あ
っ
た
り
、
学
齢
に
達
し
た
後
の
も
の
、
そ
の
他
法
務
局

一
日
範
で
惨
つ
て
も
へ
勢
ン
-
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う
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上
の
離
縁
、
離
婚
等
創
設
的
届
出
の
証
人
は
同
じ
意
味

)

で
す
。
従
っ
て
妻
の
知
ら
な
い
間
に
夫
が
離
婚
届
を
し

　　
　

5

て
居
り
、
後
妻
か
ら
申
立
に
よ
り
離
婚
無
効
の
判
定
が

第

確
定
し
た
の
で
、
妻
よ
り
証
人
に
対
し
て
慰
謝
料
の
請

求
の
訴
え
を
し
て
、
証
人
に
妻
に
対
し
て
慰
謝
料
の
支

払
い
を
命
ぜ
ら
れ
た
裁
判
例
が
あ
り
ま
す
。
証
人
は
双

方
の
意
志
を
確
か
め
て
か
ら
署
名
押
印
す
べ
き
で
す
。

内

添
附
書
類

家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
縁
組
に
は
、
そ
の
許

可
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
許
可
書
は

届
書
と
同
数
必
要
で
す
が
、
一
通
は
そ
の
謄
本
で
ょ

報

い
。
こ
の
謄
本
を
届
出
人
が
作
成
し
た
と
き
は
｢
こ
の

会

審
判
書
の
謄
本
は
原
本
と
相
違
な
い
｣
と
書
い
て
記
名

押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
謄
本
は
届
出
人
の
他
市
町

士

村
長
が
作
っ
て
も
よ
い
。

書

縁
組
の
代
話
の
場
合
、
親
権
者
又
は
後
見
人
が
、
親

政

権
に
服
す
る
子
、
又
は
被
後
見
人
を
養
子
と
す
る
場
合

行

は
、
特
別
代
理
人
が
代
講
す
る
の
で
特
別
代
理
人
選
任

道

を
証
す
る
書
面
の
添
附
を
要
す
る
o

5
、
縁
組
の
効
力

海

齢

養
子
は
、
縁
組
の
目
か
ら
、
養
親
の
嫡
出
子
た
る
身

し
し汁

分
を
取
得
し
て
養
親
の
氏
を
称
す
る
。

回

養
子
は
、
養
親
の
戸
籍
に
入
る
。
但
し
夫
婦
が
養
子

と
な
る
と
き
は
夫
婦
に
つ
い
て
、
養
親
の
氏
に
な
っ
た

新
戸
籍
が
絹
製
さ
れ
る
。

四
、
養
子
離
縁

日

養
子
縁
組
の
制
度
は
、
生
理
自
然
の
血
縁
関
係
の
な
い
も
の

肋
に
(自
己
の
非
嫡
子
を
養
子
と
す
る
場
合
は
血
縁
関
係
は
あ
る
)

ー

人
為
的
に
血
族
と
同
じ
関
係
を
擬
制
し
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、

鉾
何
等
か
の
事
由
に
よ
っ
て
･
そ
の
当
時
者
の
双
方
又
は
-
方

6

が
そ
の
関
係
の
継
続
を
断
絶
せ
し
め
た
い
と
思
え
ば
、
こ
れ
を

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
離
縁
で
あ
る
。
即
ち
離
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③
“
そ
の
他
、
縁
組
を
緒
続
【し
難
い
重
大
な
事
由
の
あ
る

と
き
。

4
、
離
縁
の
効
力

離
縁
の
効
力
発
生
時
期
は
協
議
上
の
離
縁
は
届
出
の
日

で
あ
る
。
裁
判
上
の
離
縁
の
場
合
は
判
決
又
は
審
判
確
定

の
日
で
あ
る
。
そ
の
効
力
は
協
議
上
の
離
縁
も
裁
判
上
の

離
縁
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
縁
組
に
よ
っ
て
生
じ
た
一

切
の
効
果
を
将
来
に
向
っ
て
消
滅
せ
し
め
る
。
即
ち

齢

養
親
と
養
子
と
の
間
の
親
子
関
係
の
消
滅

回

養
子
、
そ
の
配
偶
者
、
直
系
卑
属
及
び
そ
の
配
偶
者

と
養
親
の
血
族
と
の
間
の
親
族
関
係
の
消
滅

内

養
子
は
縁
組
前
の
氏
に
復
す
る
。

日

義
子
が
、
継
承
し
た
祭
舵
財
産
は
、
養
方
に
残
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

困
内
に
よ
っ
て
養
子
は
縁
組
前
の
戸
籍
に
入
る
の
が
原
則

で
あ
る
。
縁
組
当
時
の
父
母
の
戸
籍
が
、
例
え
ば
筆
頭

者
で
あ
っ
た
父
死
亡
後
母
が
自
己
の
氏
を
称
す
る
婚
姻

を
し
た
場
合
の
よ
う
に
父
母
の
戸
籍
に
異
動
が
あ
っ
て

も
、
縁
組
当
時
と
そ
の
氏
が
変
っ
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
戸
籍
に
入
る
。
複
籍
す
る
戸
籍
が
除
か
れ
て
い
る

と
き
、
養
子
が
申
出
を
し
た
と
き
、
養
子
に
配
偶
者
が

あ
る
と
き
に
は
新
戸
籍
が
絹
製
さ
れ
る
。

5
、
届

出

人

協
議
上
の
離
縁
は
-
-
養
親
及
び
養
子

養
親
死
亡
後
の
離
縁
は
-
-
養
子

裁
判
上
の
離
縁
は
-
-
訴
を
提
起
し
た
者

で
あ
る
が
、養
子
が
倦
歳
未
満
の
と
き
は
、養
子
の
離
縁
後

に
そ
の
法
定
代
理
人
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
述
の

協
議
離
縁
で
述
べ
た
た
こ
と
を
も
含
め
て
具
体
的
な
例
に

よ
っ
て
整
理
し
て
み
ま
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

増

実
父
母
の
双
方
が
い
る
と
き
l
I
実
父
母

回

実
父
母
の
一
方
が
い
る
と
音
守

そ
の
者

内

実
父
母
が
離
婚
し
て
い
る
と
き

後
に
発
生
し
た
事
由
に
よ
っ
て
、
将
来
に
向
っ
て
、
そ
の
効
力

を
消
滅
せ
し
め
る
制
度
で
あ
る
。

離
縁
に
は

の

縁
組
の
当
事
者
の
協
議
に
よ
る
離
縁
、
こ
れ
を
協
議

離
縁
と
云
う
。

②

養
子
の
一
方
的
意
志
に
よ
る
離
縁

③

法
定
の
離
縁
原
因
が
あ
る
場
合
に
縁
組
当
時
者
の
一

方
か
ら
訴
の
方
法
に
よ
っ
て
行
な
う
裁
判
上
の
離
縁

が
あ
る
。
こ
の
中
で
Q
を
は
創
設
的
届
出
、
③
は
報
告
的

届
出
で
あ
る
。

1
･
協
議
離
縁

の
養
親
と
養
子
の
間
に
離
縁
に
つ
い
て
の
意
志
の
合
致

が
あ
る
と
き
に
協
議
離
縁
を
す
る
。

②

養
子
が
悔
歳
未
満
の
と
き
は
、
養
子
の
離
縁
後
に
そ

の
法
定
代
理
人
と
な
る
べ
き
者

(通
常
は
実
父
母
、
後

見
人
又
は
特
別
代
理
人
)
が
養
親
と
協
議
す
る
。
こ
の

場
合
に
養
子
の
父
母
が
縁
組
後
に
離
縁
し
て
い
る
と
き

は
、
そ
の
協
議
で
、
そ
の
一
方
を
養
子
の
離
縁
後
に
親

権
者
と
な
る
べ
き
者
と
定
め
て
、
そ
の
者
が
協
議
者
と

な
る
。
こ
の
場
合
に
離
縁
し
て
い
る
父
母
の
協
議
が
調

わ
な
い
と
き
、
又
は
一
方
が
所
在
不
明
等
で
協
議
が
で

き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
で
協
議
に
代
わ
る
審
判

を
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
者
が
協
議
者
と
な
る
。
養
子

-
の
離
縁
後
の
法
定
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
が
な
い
と
き

は
、
家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
離
縁
後
に
後
見
人
と
な
る

べ
き
者
を
選
任
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
者
が
離
縁
協
議

者
と
な
る
綣
歳
未
満
の
養
子
が
更
に
縁
組
に
よ
っ
て
、

他
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
離
縁
協
議
者
は
、
そ

の
直
前
の
養
父
母
と
現
養
父
母
で
あ
る
。
こ
の
離
縁
協

議
者
は
届
出
人
に
な
り
ま
す
の
で
届
出
人
の
と
こ
ろ
で

ま
た
説
明
し
ま
す
。

③

養
親
又
は
養
子
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
の
離
縁

　　
　
　
　　
　
　
　　　
　

①

縁
組
前
に
離
婚
し
て
い
る
と
き
は
、
離
婚
の
際
に

定
め
ら
れ
た
親
権
者

②

縁
組
後
に
離
婚
し
て
い
る
と
き
は
、
父
母
が
協
議

で
定
め
た
も
の

国

実
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
と
き
-
-
後
見
人

困

養
父
母
が
離
婚
し
て
い
る
と
き

(親
権
者
養
母
)

①

養
女
と
離
縁
す
る
と
き
は
、
養
母

②

養
母
と
離
縁
す
る
と
き
は
後
見
人

③

養
父
母
双
方
と
離
縁
す
る
と
き
は
、
実
父
母
及
び

生
存
養
親

村

養
父
母
の
一
方
が
死
亡
し
て
い
る
と
き

①

死
亡
養
親
と
離
縁
す
る
と
き
は
、
生
存
者
親

②

生
存
養
親
と
離
縁
す
る
と
き
は
後
見
人

=

養
父
母
の
双
方
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
、
一
方
の

み
と
離
縁
す
る
と
き
も
双
方
と
離
縁
す
る
と
き
も
、
後

見
人

6
、
証
人
は
二
人
、
届
出
の
通
数
は
一
般
届
出
の
原
則
の
通

り
で
あ
る
が
、添
付
書
類
の
中
で
、前
述
届
出
人
の
項
の
内

の
②
の
場
合
は
協
議
書
を
、
家
庭
裁
判
所
で
こ
の
協
議
に

代
る
審
判
を
う
け
た
と
き
、後
見
人
選
任
の
審
判
を
う
け
、

そ
の
親
権
者
又
は
後
見
人
と
な
る
べ
き
も
の
が
届
出
を
す

る
と
き
は
、
そ
の
審
判
書
の
謄
本
の
添
附
を
要
す
る
。

前
述
の
協
議
書
は
親
権
者
指
定
届
と
し
て
、
離
縁
届
と

同
時
に
提
出
せ
し
め
、
離
縁
届
そ
の
他
の
事
項
欄
に
｢親

権
者
指
定
届
を
同
時
に
提
出
し
た
｣
と
記
載
さ
せ
る
。
離

縁
届
の
そ
の
他
の
事
項
欄
に
離
縁
後
の
親
権
者
指
定
に
関

す
る
記
載
を
さ
せ
て
親
権
者
指
定
届
を
省
略
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

7
、
そ
の
他

後
程
又
迫
完
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
ま
す
が
、
権
利
の
な

い
も
の
か
ら
届
け
ら
れ
た
届
書
が
誤
っ
て
受
理
さ
れ
戸
籍

に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
、
迫
完
届
で
、
こ
れ
を
有
効
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
務
省
民
事

っ
た
と
き
、
又
は
養
子
が
同
じ
養
親
の
他
の
養
子
と
婚

姻
し
た
と
き
は
、
養
子
夫
婦
の
一方
の
み
で
も
離
縁
で

き
る
。
し
か
し
養
親
が
夫
婦
の
場
合
に
は
養
親
双
方
が

共
同
し
て
の
み
離
縁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
養
父
母
が

離
婚
し
て
い
る
と
き
、
又
は
一
方
が
死
亡
し
て
い
る
と

き
、
若
し
く
は
養
親
の
双
方
が
死
亡
し
て
い
て
家
庭
裁

判
所
の
許
可
を
得
て
離
縁
す
る
と
き
は
一
方
の
み
と
離

縁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
養
子
の
一
方
的
離
縁

縁
組
当
時
者
の
一
方
が
死
亡
し
て
い
て
も
、
死
亡
当
事

者
を
通
じ
そ
の
他
の
者
と
の
法
定
血
族
関
係
は
解
消
す
る

こ
と
な
く
、
ま
た
養
子
の
氏
及
び
戸
籍
の
変
動
も
な
い
。

こ
れ
等
の
身
分
関
係
を
解
消
す
る
た
め
に
、
新
民
法
は
養

親
死
亡
後
に
お
い
て
は
、
養
子
の
み
の
意
志
に
よ
っ
て
、

家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
一方
的
に
離
縁
す
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
反
対
の
場
合
、
即
ち
養

子
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
養
親
か
ら
一
方
的
に
な
さ
れ
る

離
縁
は
認
め
て
い
な
い
。

こ
の
離
縁
は
養
親
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
協
議
上
の
、

離
縁
で
は
な
い
が
、
届
出
に
よ
っ
て
効
力
を
生
ず
る
創
設

的
届
出
で
あ
る
。
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
も
、
届
出

を
し
な
い
と
、
そ
の
効
力
が
生
じ
な
い
。
ま
た
許
可
を
得

て
な
い
届
出
を
市
町
村
長
が
譲
っ
て
受
理
し
た
と
き
は
離

縁
の
効
力
が
生
ず
る
。

3
、
裁
判
上
の
離
縁

養
親
又
は
養
子
は
、
つ
ぎ
の
場
合
に
離
縁
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
養
子
が
綣
歳
未
満
で
あ
る
と
き

は
、
離
縁
後
に
養
子
の
法
定
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
が
原

告
又
は
被
告
と
な
る
。

○

他
の
一
方
か
ら
悪
意
で
遺
棄
さ
れ
た
と
き
。

こ
の
場
合
は
養
子
が
養
親
を
遺
棄
し
た
と
き
も
、
離

局
の
速
達
、
回
答
等
に
よ
っ
て
具
体
的
に
、
こ
の
場
合
は

で
き
る
。
又
こ
の
場
合
は
で
き
な
い
と
云
う
よ
う
に
一
々

違
う
の
で
纏
め
て
説
明
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
追
完
届

で
権
利
の
な
い
も
の
か
ら
の
届
出
を
有
効
に
す
る
方
法
が

養
子
縁
組
、
離
縁
に
最
も
多
く
あ
り
ま
す
。
戸
籍
謄
抄
本

を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
縁
組
或
は
離
縁
当
時
養
子
が
既
に
修

歳
以
上
に
な
っ
て
い
る
の
に
本
人
が
届
出
を
し
な
い
で
法

定
代
理
人
か
ら
届
出
て
あ
る
も
の
等
を
発
見
さ
れ
ま
し
た

ら
、
市
町
村
の
戸
籍
係
と
連
絡
さ
れ
て
迫
完
届
を
提
出
さ

せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

会
務
報
告

◇
第
四
回
実
行
委
員
会

一
、
日

時

昭
和
40
年
竹
月
2
日

午
後
2
時
よ
り

一
、
会

場

札
幌
市
北
ー
西
2

産
業
会
館

一
、
出

席

渡
辺
会
長
外
委
員
=
名

一
、
委
員
会
議
事

1
、
経
過
報
告

ゞ
藤
山
委
員
よ
り
法
制
定
お
周
年
記
念
大
会
並
び
に
式
典
の

実
施
経
過
報
告
が
あ
っ
て
こ
れ
を
承
認
。

2
･
決
議
報
告

右
の
大
会
並
び
に
式
典
経
費
の
決
算
に
つ
い
て
藤
山
副
会

長
よ
り
報
告

実
委
と
し
て
は
経
費
赤
字
は
や
む
を
得
ぬ
も
の
と
認
め
、

常
任
理
事
会
に
於
て
整
備
し
次
総
会
に
報
告
承
認
を
求
め
る

こ
と
o

3
、
事
後
反
省

①

大
会
並
び
に
式
典
実
施
目
的
に
つ
い
て

全
会
員
参
集
の
機
会
を
作
れ
と
は
地
方
の
集
会
に
出
る
{

度
に
聞
く
声
で
あ
っ
た
が
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
-

か
し
予
期
し
た
目
的
は
大
体
成
功
と
見
て
よ
い
こ
と
。

ぎ
-
＼
‐÷
こr

　　　
　　

　

　　　　　
　

一等

馨
蕁
群
聽副
賞
疵爛
熟灘麓
讓
讓
讓
讓
熟議
灘
-

フ
′
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、
2
、
諸
官
庁
へ
陳
情

6
月
28
日

渡
辺

(会
長
)
藤
山

〔副
会
長
)
佐
藤
(同
〉森
口
(常

任
理
事
)
森
平

(同
)
成
沢

(同
)
有
馬

(同
〕
等
の
本

部
役
員
は
道
の
地
方
課
、
農
地
調
整
課
、
宅
地
課
及
び
石

狩
支
庁
総
務
課
を
歴
訪
し
て
業
務
侵
犯
に
よ
る
各
地
会
員

の
苦
悩
を
陳
情
L
て
、
こ
れ
が
防
止
対
策
上
立
入
り
検
査

に
よ
る
実
態
の
把
握
、
指
導
取
締
り
等
に
つ
い
て
懇
請
し

た
。

三
、
未
入
会
者
指
導

亀
、
入
会
勧
誘

行
政
書
士
試
験
合
格
者
及
び
行
政
書
士
登
録
者
に
対
し

て
は
そ
の
都
度
文
書
を
以
て
行
政
書
士
制
度
に
つ
い
て
諒

解
を
求
め
入
会
を
勧
誘
し
た
。

2
、
道
よ
り
支
庁
へ
の
通
達

8
月
4
日

末
入
会
者
6
き
度
=
字
-
つ
い
て

①

開
業
の
音
里
心
の
な
い
者
の
登
録
を
認
め
な
い
こ
と
。

②

開
業
す
る
者
は
入
会
す
る
こ
と
。

③

違
反
者
の
登
録
を
ま
つ
浦
す
る
こ
と
。

等
を
十
分
徹
底
せ
し
め
る
よ
う
。

増

文
書
を
以
て
或
は

回

立
入
検
査
等
に
よ
っ
て

指
導
し
処
理
す
る
よ
う
、
道
総
務
部
長
よ
り
各
支
庁
長
へ

通
迷
さ
れ
た
。

四
、
不
動
産
業
者
に
対
す
る
違
反
防
止
対
策

ー
、
金
道
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
公
害
を
も
っ
て
自
粛
す

る
よ
う
警
告

別
項
｢行
政
書
士
業
務
の
違
反
防
止
に
つ
い
て
｣
参
照

2
、
渡
辺
、
藤
山
正
副
会
長
は
道
の
建
築
部
長
、
農
地
開
拓

部
長
総
務
部
長
を
歴
訪
し
て
、
特
に
不
動
産
業
者
の
違
反

防
止
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
を
要
請
す
る
公
害
を
提
出
し

て
懇
談
し
た
。
8
月
25
日

五
、
類
似
看
板
掲
示
の
非
行
政
書
士
の
指
導

ー
、
札
幌
支
部
B
会
員
よ
り

=
月
9
B
付

②

経
費
赤
字
に
つ
い
て

出
席
会
員
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
る

こ
と
。
出
欠
は
必
ず
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
。

③

そ
の
他

総
会
毎
に
表
彰
(
一
回
5
乃
至
6
人
程
度
)
を
行
な
う

を
可
と
す
る
こ
と
o

清
丸
連
合
会
会
長
の
本
大
会
に
対
す
る
印
象
は
ど
う
か

'

等
'

.も
い･【
:
:
≦

◇
第
六
回
常
任
理
事
会

昭
和
40
年
12
月
22
日

辰
美
に
て

渡
辺
(会
長
)
佐
藤
、
藤
山
、
岸
川

副̂
会
長
)
森
口
、
森

平
、
関
根
、
横
路
、
成
沢
、
有
馬
(常
任
理
事
)
山
木
〔監

事
)
吉
成
、
吉
崎
(職
員
)
以
上
旧
名
出
席

一
、
午
後
4
時
開
会

二
、
議

事

ー
、
日
行
遊
八
支
部
代
表
者
会
議
並
び
に
臨
時
総
会
出
席
報

4聴

藤
山
副
会
長
よ
り
右
会
議
の
経
過
報
告
-
別
項
出
席

報
告
参
照
ー
あ
っ
て
承
認

2
、
非
行
政
書
士
防
止
対
策
に
つ
い
て

佐
藤
、
藤
山
両
部
長
よ
り
本
案
に
つ
い
て
大
要
次
の
よ

う
に
説
明
協
力
を
求
め
ら
れ
る
。

①

非
行
政
書
士
の
取
締
に
つ
い
て
は
、
会
員
よ
り
の
情

報
や
、
機
に
応
じ
て
行
動
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
-
別

項
｢非
行
政
書
士
防
止
対
策
に
つ
い
て
｣
参
照

②

会
員
よ
り
の
情
報
は
概
し
て
抽
象
的
で
あ
る
た
め
処

理
出
来
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
。
特
に
会
費
を
請
求
ず

.=
だ
す乙
F
こ
.
‐ヰ
--
ノ
ー

ん
こ
師

≦

%
三
洋
凡
て
来
る

者
の
多
く
は
頼
る
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
o

③

今
後
出
来
る
だ
け
具
体
的
な
調
査
報
告
を
す
る
よ
う

会
報
を
通
じ
て
会
員
の
協
力
を
求
め
、
又
会
報
を
通
じ

ノ
ー
-
-て
そ
の
処
理
経
過
ドを
報
告
す
る
よ
り
｣数
し
た
い
こ
と
◇

春
“こ
く
ね三
n
=
“
と
で
‐rs

(第25号)9 6 6年 1月20日 北 海 道 行 政 書 士 会 報

が
あ
っ
た
り
、
学
齢
に
達
し
た
後
の
も
の
、
そ
の
他
芸
務
呂

一
目
梢
で
ら
つ
て
も
、
訂
ノン
′-〕
載
月
ど
字
ミ

フ
ニ
-""
｣｣
r

【

'

-
:

②

経
費
赤
字
に
つ
い
て

出
席
会
員
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
る

こ
と
。
出
欠
は
必
ず
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
。

③

そ
の
他

総
会
毎
に
表
彰
(
一
回
5
乃
至
6
人
程
度
)
を
行
な
う

を
可
と
す
る
こ
と
o

清
丸
連
合
会
会
長
の
本
大
会
に
対
す
る
印
象
は
ど
う
か

等
'

l
i
ft
-"

◇
第
六
回
常
任
理
事
会

昭
和
40
年
12
月
22
日

辰
美
に
て

渡
辺
(会
長
)
佐
藤
、
藤
山
、
岸
川

副̂
会
長
)
森
口
、
森

平
、
関
根
、
横
路
、
成
沢
、
有
馬
(常
任
理
事
)
山
木
〔監

事
)
吉
成
、
吉
崎
(職
員
)
以
上
旧
名
出
席

一
、
午
後
4
時
開
会

二
、
議

事

ー
、
日
行
遊
八
支
部
代
表
者
会
議
並
び
に
臨
時
総
会
出
席
報

4聴

藤
山
副
会
長
よ
り
右
会
議
の
経
過
報
告
-
別
項
出
席

報
告
参
照
ー
あ
っ
て
承
認

2
、
非
行
政
書
士
防
止
対
策
に
つ
い
て

佐
藤
、
藤
山
両
部
長
よ
り
本
案
に
つ
い
て
大
要
次
の
よ

う
に
説
明
協
力
を
求
め
ら
れ
る
。

①

非
行
政
書
士
の
取
締
に
つ
い
て
は
、
会
員
よ
り
の
情

報
や
、
機
に
応
じ
て
行
動
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
-
別

項
｢非
行
政
書
士
防
止
対
策
に
つ
い
て
｣
参
照

②

会
員
よ
り
の
情
報
は
概
し
て
抽
象
的
で
あ
る
た
め
処

理
出
来
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
。
特
に
会
費
を
請
求
ず

.=
だ
す乙
F
こ
.
‐ヰ
--
ノ
ー

ん
こ
師

≦

%
三
洋
凡
て
来
る

者
の
多
く
は
頼
る
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
o

③

今
後
出
来
る
だ
け
具
体
的
な
調
査
報
告
を
す
る
よ
う

会
報
を
通
じ
て
会
員
の
協
力
を
求
め
、
又
会
報
を
通
じ

て
そ
の
処
理
経
過
を
報
告
す
る
よ
う
致
し
た
い
こ
と
。

各
ど
こ
"
さ
きな
しぬ
け
ゼ
ヱ
キ
＼に
て
、
-テ
こ%も
テ
ゼ

J
JJ
メ
メ

6
月
28
日

副̂
会
長
)
佐
藤
(同
〉森
口
(常

成
沢

(同
)
有
馬

(同
〕
等
の
本

、
農
地
調
整
課
、
宅
地
課
及
び
石

し
て
業
務
侵
犯
に
よ
る
各
地
会
員

こ
れ
が
防
止
対
策
上
立
入
り
検
査

指
導
取
締
り
等
に
つ
い
て
懇
請
し

行
政
書
士
試
験
合
格
者
及
び
行
政
書
士
登
録
者
に
対
し

は
そ
の
都
度
文
書
を
以
て
行
政
書
士
制
度
に
つ
い
て
諒

8
月
4
日

ゾ
字

-
つ
い
て

の
な
い
者
の
登
録
を
認
め
な
い
こ
と
o

は
入
会
す
る
こ
と
o

、を
ま
っ
消
す
る
こ
と
。

め
‐る
よ
う
o

道
総
務
部
長
よ
り
各
支
庁
長
へ

不
動
産
業
者
に
対
す
る
違
反
防
止
対
策

、
金
道
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
公
害
を
も
っ

政
書
士
業
務
の
違
反
防
止
に
つ
い
て
｣
参
照

藤
山
正
副
会
長
は
道
の
建
築
部
長
、
農
地
開
拓

特
に
不
動
産
業
者
の
違
反

指
導
監
督
を
要
請
す
る
公
害
を
提
出
し

非
行
政
書
士
の
指
導

=
月
9
日
付

て
自
粛
す

nd
、

“年.･

-÷四
･本

項
は

主
と
し
て

ま
と
め
た

て““を
行
な

建
設
業

司
法
書
士

2
、
S
青
澁

入
会
を
勧
誘
し
、

も
っ
て
行
政
書
士

酪
足
ロ
し
た
。
=

(S
司
法
書
士
は

(次
の
文
書
を
み

行
政
書
士
業

昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
行
政
書
士
法

す
る
法
律
が
施
行
に
な
り
ま
し
て
、
官
公
署
に

類
、
そ
の
他
権
利
義
務
ま
た
は
事
実
証
明
に
関

作
成
は
、
行
政
書
士
と
し
て
登
録
し
、
か
つ
行

会
し
て
い
る
行
政
書
士
以
外
の
者
は
、
た
と
え

附
随
す
る
業
務
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
行
な
う
こ

ん
。
こ
れ
等
行
政
書
士
で
な
い
者
が
行
政
書
士

処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。

本
会
は
改
正
法
の
施
行
を
機
会
に
昨
年
九
月
=

違
反
防
止
に
つ
い
て
協
力
方
を
お
願
い
致
し
女

配
意
を
賜
わ
っ
て
居
る
こ
と
と
は
存
じ
ま
す
が
、

地
の
会
員
か
ら
の
通
報
に
よ
り
ま
す
と
、
行
政

の
が
類
似
の
名
称
を
用
い
た
り
、
公
認
業
務
の

各
行
政
官
庁
に
提
出
書
類
を
作
成
し
て
い
る
者
“

分
譲
会
社
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
間
に
相
当
あ
･

ま
す
。
本
会
と
し
ま
し
て
も
か
か
る
違
反
侵
犯

は
、
現
在
及
び
将
来
共
行
る
≧三
.

或
は
調
査
告
発
に
よ
り
、
国
民

依̂
嚇
者
)
の

活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
迷
惑
、
損
害
を

え
、

鼠
こ
Y

淵
事
さ

ま
茎
信
実
主
一
キ
ー
ニ
テ
そ

つ

三
宝
ふ
も
辯
!趨
き
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え
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
、
作
成
者
が
二
人
以
上
の
場
合
は
、
連
帯
し
て
納
税
義
務
を

号5

負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
一
人
が
納
税
す
れ

餓
ば
、
そ
の
他
の
人
の
納
税
義
務
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

3
、
｢官
公
署
と
民
間
と
が
連
署
に
よ
っ
て
作
成
す
る
証
書
、

帳
簿
)
に
つ
い
て
は
、
民
間
が
保
存
す
る
証
書
、
帳
簿
は
便

宜
官
公
署
の
発
す
る
も
の
と
み
な
し
て
印
紙
を
ち
ょ
う
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
官
公
署
の
所
持
す
る
も
の
は
民

間
が
発
行
し
た
も
の
と
し
て
印
紙
を
ち
ょ
う
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

報

三
、
課
税
さ
れ
る
も
の
及
び
税
率
は

印
紙
税
の
課
税
さ
れ
る
証
書
、
帳
簿
と
そ
れ
に
対
す
る
税
率

会

は
･
別
表
の
者
お
り
で
す
o
(別
表
は
次
号
に
)

士

(注
)

書

-
、
別
表
に
掲
げ
た
税
額
は
、
証
書
に
つ
い
て
は
一
遍
ご
と

政

の
、
帳
簿
に
つ
い
て
は
村
込
期
間
一
年
以
内
の
も
の
の
税

一行
“

額
で
す
。
従
っ
て
、
帳
簿
は
最
初
に
記
入
し
て
か
ら
一
か

道

年
を
経
過
し
た
次
に
書
き
込
む
と
き
に
、
再
び
一
年
分
の

税
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

海
“

二
、
｢
以
上
｣
｢以
下
｣

｢未
満
｣
及
び
｢
こ
え
る
も
の
｣

し
｣J

の
意
味
は
、
た
と
え
ば
、
三
千
円
以
上
又
は
三
千
円
以
下

と
い
う
場
合
に
は
三
千
円
ち
ょ
う
ど
を
含
み
ま
す
が
、
三

千
円
未
満
と
か
三
千
円
を
超
え
る
も
の
と
い
う
場
合
に

は
、
三
千
円
ち
ょ
う
ど
を
含
み
ま
せ
ん
。

三
、
｢
!
!
に
関
ず
る
証
書
｣
と
は
、
そ
の
契
約
の
成
立
を

日

証
明
す
る
証
書
と
い
う
意
味
で
す
。
従
っ
て
、
た
と
え
ば

肋

請
負
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
を
き
め
た
証
書
は
請
負
に
関

ー

す
る
証
書
に
は
該
当
せ
ず
、
第
三
十
一
号
証
書
と
し
て
取

年

り
扱
わ
れ
ま
す
。

6

四
、
第
三
十
そ
号
証
書
の
う
ち
で
主
要
な
も
の
に
は
、
次
の

ー

も
の
が
あ
}り
ま
す
。
但
し
、
麦
“"題
が
こ
れ
ら
の
名
称
"を
用
…

"r
･錠
グ
メ
ふ
奪
髯
"
!
▼の
慈
n盪
“
毛
よ
り
ノ
｣

“囚

術
ロ
ロね
外
･の
靭
灸
靭
で
艷費
目
不
と
弟
べ書
いと
の
J中
間
竪摺予な
lも

日

銀
、
N原
則
…と
し
て
、
第
"~"
‐十
二

b方
証
書
~と
し
て
、
取
り

簿

扱
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
製
作
者
が
自
己
の
材
料
に

月

よ
り
注
文
品
を
作
る
場
合
で
、
注
文
品
が
代
替
性
を
も

年

っ
て
い
る
よ
う
な
と
き
が
こ
れ
に
属
す
る
と
解
さ
れ
ま

6

ず
。

□

｢
工
事
請
負
入
札
書
｣
は
単
な
る
請
負
の
申
込
書
と
認

め
ら
れ
ま
す
か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

3
、
物
品
切
手
関
係

(記
載
金
五
十
円
未
満
は
非
課
税
)

H

購
売
券
、
図
書
券
、
茶
菓
券
、
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ

ー
券
、
い
ず
れ
も
物
品
切
手

(第
六
号
証
書
)
と
し
て
諜

報
…

税
さ
れ
ま
す
o

会

□

謝
恩
券
、
得
意
先
に
対
す
る
謝
恩
券
等
で
、
物
品
を
給

付
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
は
物
品
切
手
と
し
て
、

　　

書

も
の
は
･
第
三
十
一
号
証
書
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

紗政

匂

記
念
品
引
換
券

原
則
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
証

-行

書
性
の
と
ぼ
し
い
も
の
で
、
単
に
整
理
の
目
的
で
発
行
さ

遣

れ
る
も
の
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
o

海

画

抽
せ
ん
券

発
行
当
時
に
お
い
て
は
権
利
の
内
容
が
未
確
定
で
す
か
ら

　
　,1

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

4
、
寄
託
に
関
す
る
証
書
関
係

株
券
の
保
護
預
り
の
際
の
預
り
証
及
び
修
理
品
を
単
に
預

っ
た
こ
と
だ
け
を
記
載
し
た
預
り
証
な
ど
は
寄
託
に
関
す
る

証
書

(第
二
十
三
号
証
書
)
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
が
、

株
券
の
名
儀
書
換
え
の
た
め
の
預
り
又
は
修
理
品
に
つ
い
て

そ
の
引
渡
し
予
定
年
月
日
及
び
修
理
代
等
を
記
入
し
た
も
の

は
、
第
三
十
一
号
証
書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

号

6
、
承
認
に
関
す
る
証
書
関
係

、1′物

取
引
代
金
決
済
の
際
、
領
収
書
と
引
換
え
に
得
意
先
か
ら
交

(

付
を
受
け
る
支
払
済
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
買
掛
金
残
高
を
証
明
し
て
い
る
も
の

も
、
第
三
十
一
号
証
書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
も
の
も

あ
り
ま
す
か
ら
注
意
を
要
し
ま
す
。

○
物
品
又
は
有
価
証
券
の
売
買
契
約
書
、
0
物
品
売
買
の

注
文
請
書
、
0
特
約
店
代
理
店
契
約
書
、
0
月
賦
購
入
券

又
は
買
物
ク
ー
ポ
ン
券
、
0
販
売
物
品
の
保
証
書
、
0
仕

立
券
、
0
配
当
金
額
領
収
書
、
0
債
権
譲
渡
証
書
、
0
株

式
引
受
書

四
、
印
紙
税
法
に
お
い
て
特
に
注
意
を
要
す
る
点
は

ー
、
｢同
一
内
容
の
証
書
数
通
を
作
成
し
た
場
合
｣
は
、
そ

の
証
書
の
各
通
ご
と
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

2
、
｢写
、
副
本
又
は
謄
本
｣
に
対
し
て
は
、
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
表
示
が
し
て
あ
っ
て
も
、
本
文
中
に

署
名
又
は
捺
印
等
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の
効
力
が
正
本
と

同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
原
則
と
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

3
、
｢仮
証
等
｣
と
称
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に

財
産
権
の
得
喪
、
変
更
等
を
証
明
す
る
も
の
は
、
後
日
正

式
の
証
書
等
が
作
成
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
課
税
さ
れ

ま
す
。

4
、
｢財
産
権
の
創
設
!
!
を
証
明
す
べ
き
証
書
｣
の
｢証

明
す
べ
き
｣
と
い
う
語
は
｢証
明
す
る
目
的
を
も
っ
て
作

成
さ
れ
た
｣
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
証
明
す
る

目
的
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
の
明
ら
か

な
も
の
、
た
と
え
ば
単
な
る
整
理
の
意
味
で
発
行
さ
れ
る

も
の
(食
堂
の
窓
口
で
発
行
さ
れ
る
食
券
、
劇
場
な
ど
の

窓
口
で
発
行
さ
れ
る
下
足
札
な
ど
)
単
な
る
通
知
文
書
と

認
め
ら
れ
る
も
の
(公
認
会
計
士
な
ど
そ
の
財
産
権
に
直

接
関
係
の
な
い
第
三
者
に
対
し
て
発
行
す
る
も
の
な
ど
は

た
と
え
財
産
権
の
創
設
な
ど
に
関
係
が
あ
っ
て
も
課
税
に

な
り
ま
せ
ん
。
但
し
、
証
明
以
外
の
目
的
を
主
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
わ
せ
て
証
明
目
的
を
も
っ
て
い

る
も
の
は
課
税
“さ
れ
ま
す
。

′3
‐}

｢
望
盆
羽
合
二質
字
を
“鑪
覆暮
ギ
テ
る
窃鉱
費
目の
載
豊
取
分
室
菌
L
‐は
差
hリ

ー

ベ
#
、

し

l

:
,

I

薄

目
該
咎
謎
に
n肉
"す
る
-"諸
電
言
-こ
し
-て
こ野いり
且談
わ
▼沈
鬱ま
ず
傷

(次
回
に
つ
づ
く
↓

支
部
だ
よ
り

小
樽
支
部
連
絡
協
議
会
状
況
報
告

一
、
日

時

10
月
23
日

午
後
一
時
よ
り

一
、
場

所

小
樽
市
銀
鱗
住

一
、
出

席

会
員
旧
名
、
本
部
よ
り
渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会

長

一
、
開

会

↑
、
開
会
の
挨
拶

細
井
支
部
長
及
び
渡
辺
会
長
の
挨
拶

2
、
表
彰
状
の
伝
達

法
制
定
燧
周
年
記
念
式
典
に
欠
席
し
た
当
支
部
受
賞
会
員

に
対
し
支
部
長
よ
り
伝
達

3
、
会
務
報
告

細
井
支
部
長
の
会
務
報
告
に
引
続
き
、
関
連
事
項
に
つ
い

て
藤
山
副
会
長
よ
り
報
告
あ
り

4
、
協

議

非
行
政
書
士
対
策
、
業
務
研
修
、
会
の
運
営
等
に
つ
い
て

協
議
並
び
に
質
疑
応
答

一
、
閉

会

一
、
記
念
撮
影
及
び
懇
親
会

業
務
研
修
会
状
況
報
告

旭
川
支
部
長

荒

慶

次

郎

一
、
日

時

=
月
5
日

午
前
9
時
よ
り

一
、
場

所

旭
川
市
労
働
会
館
二
階
会
議
室

雪
出

席

会
員
幻
名
、
本
部
よ
り
渡
辺
会
長
、
森
口
理
事

今
村
空
知
支
部
長

滲
みそぎ
に
≧
三
辯
駁
き
ざ本
賞

よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

H

増
加
額
だ
け
を
記
載
し
た
も
の
は
、
そ
の
額
が
記
載
金

高
と
な
り
ま
す
。

□

増
加
前
の
額
と
増
加
額
と
の
双
方
又
は
そ
の
合
計
額
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
合
計
額
が
記
載
金
高
と

な
り
ま
す
。

㈱

減
少
額
だ
け
記
載
し
た
も
の
は
、
記
載
金
高
な
い
証
書

と
し
て
取
扱
わ
れ
ま
す
。

皿

減
少
前
の
額
と
減
少
額
と
の
双
方
又
は
そ
の
差
額
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
差
額
が
記
載
金
高
と
な
り

ま
す
。

五
、
ま
ち
が
い
の
多
い
証
喜
ば

ー
、
消
費
貸
借
に
関
す
る
証
書
関
係

H

消
費
貸
借
の
予
約
証
書
は
、
第
三
十
･
号
証
書
に
該
当

し
ま
す
。

㈱

消
費
貸
借
の
債
務
金
額
の
変
更
を
証
す
る
証
書
は
、
消

費
貸
借
に
関
す
る
証
書
に
該
当
し
ま
す
。

㈱

借
受
金
受
領
書
に
、
そ
の
償
還
期
限
及
び
利
率
等
を
併

記
す
る
場
合
は
、
消
費
貸
借
に
関
す
る
証
書
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
ま
す
。

2
、
請
負
に
関
す
る
証
書
関
係

H

請
負
と
売
買
と
の
区
別
は
、
そ
の
契
約
の
重
点
が
仕
事

の
完
成
に
あ
る
か
、
目
的
物
の
所
有
権
移
転
に
あ
る
か
に

よ
っ
て
分
れ
ま
す
が
、
具
体
的
な
取
り
扱
い
は
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

の

請
負
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
(第
三
号
証
書
(

冊

建
物
そ
の
他
代
替
性
を
有
し
な
い
物

(た
と
え
ば
、

特
定
機
械
等
)
の
製
作
又
は
物
品
の
修
理
を
内
容
と
す

る
も
の
。

船

注
文
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
材
料
に
よ
る
一
定
物
品
の

製
作
又
は
修
理
を
内
容
と
す
る
も
の
。

効

目
的
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
と
と
も
に
そ
の
h物
を

軒
痔
ぬ
き
｢
宝
んの
甥
既
に
寂
搦
付
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
き

- 10 -

　
　
　
　　　
　　
　
　
　　

　

　

　

菅

原

鉄

也

旭
川
"市
補
甥
肋
一戸
裟譜
【課
長
〆

旭
川
警
察
署
防
犯
課
長

一
、
開

会

定
刻
、
荒
支
部
長
よ
り
開
会
の
挨
拶
並
び
に
講
師
の
紹
介

一
、
開

講

ー
、
綿
引
講
師
の
農
地
法
関
係
講
義

(9
時
10
分
よ
り
)

農
地
法
第
三
、
四
、
五
条
の
適
用
に
つ
い
て

特
に
旭
川
市
及
び
そ
の
周
辺
関
係
の
農
地
申
請
書
記
載
方

法
に
つ
い
て

2
、
沢
田
講
師
の
戸
籍
法
関
係
講
義

(10
時
50
分
よ
り
)

前
回

(昨
年
=
月
の
研
修
会
)
行
な
っ
た
戸
籍
法
の
講
義

の
続
き
と
し
て
、
戸
籍
法
と
民
法
、
相
続
法
、
憲
法
等
と

の
関
係
、
及
び
戦
前
戦
後
の
取
り
扱
い
の
相
異
等
に
つ
い

て
3
、
菅
原
講
師
の
防
犯
関
係
の
講
義

(午
後
ー
時
よ
り
)

警
察
署
に
提
出
す
る
風
俗
営
業
の
願
書
の
取
り
扱
い
、
銃

砲
刀
剣
、
古
物
商
、
質
屋
営
業
等
諸
申
請
書
類
の
書
き
方

に
つ
い
て

以
上
三
講
師
各
一
時
間
半
に
亘
り
詳
細
な
講
義
を
な
さ

れ
、
講
義
後
は
活
溌
な
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
た
。

一
、
そ

の

他

ー
、
表
彰
状
の
伝
達

(午
後
2
時
40
分
よ
り
)

法
制
定
十
五
周
年
記
念
式
典
に
欠
席
し
た
当
支
部
表
彰
受

賞
会
員
林
覚
守
外
九
名
に
対
し
渡
辺
会
長
よ
り
表
彰
状
並

び
に
記
念
品
の
伝
達

2
、
懇
談

(右
伝
達
に
引
続
き
)

会
の
運
営
に
関
し
、
渡
辺
会
長
、
森
口
、
今
村
′
両
支
部

長
よ
り
、
夫
々
の
立
場
か
ら
お
話
し
が
あ
り
質
疑
応
答
が

あ

っ
た
。

て

閉

会

荒
支
部
長
よ
り
謝
辞
が
ち
り
開
会

一懇
親

会

.

n



諺
1
!“‘
,

…

!

"
き

、ふ
き
なき
き
き
さも三
協
ね、報
諄
"彎
鰯講
義
敵辯
証
諄
期し

増
嗣
き

み
鳥詞
熟議〆さ
む綴"
弓
翁主
導
"協
転籍
群
静ゞ

岡

･

一
が

ぁ
っ
た
り
、
学
齢
に
達
し
た
後
の
も
の
、
そ
の
他
芸
鈎
司

-
臼
前
で
ら
フ
て
も
＼
g
=

≠
~≧
リ
髪
;
"
'
;

｣
)

-
:

研
修
会
終
了
後
往
復
バ
ス
を
利
用
し
一
同
打
ち
揃
っ
て
神

)

居
町
観
音
台
団
地
の
観
音
ハ
ウ
ス
の
懇
親
会
に
移
行
し
、

塀

成零
ム裡
に
午
後
六
時
散
会
o

　
会
員
移
動

◇

入

会

者

高

橋

利

夫

千
歳
部
恵
庭
町
大
町

谷

岡

武

博

札
幌
市
南
ー
西
物

(以
上
札
幌
支
部
=
月
入
会
)

西

川

勇

松

江
別
市
野
幌
町
苺
の
総

報

白

石

貴

札
幌
市
南
中
西
開

会

場

泉

清

札
幌
市
白
石
町
平
和
通
綾

士

坂

井

秀

明

札
幌
市
南
5
西
8

(以
上
札
幌
支
部
12
月
入
会
)

騨

沢

静

江

藝

石山
町
警

(以
上
小
簿
支
部
12
月
入
会
)

一行
~
日

下

部

費

上
川
部
当
麻
町
市
街
ー
区

道

(以
上
旭
川
支
部
=
月
入
会
)

海

三

升

軽

信

上
川
郡
神
楽
町
南
ー
の
4

と

池

田

簇

三

郎

士
別
市
西
-
の
2

せ]
『

島

貫

春

吉

中
川
郡
中
川
村
字
中
川

山

田

行

堆

名
寄
市
西
4
北
2

(以
上
旭
川
支
部
腰
月
入
会
)

中

村

楽

戴

礼
文
町
大
字
船
泊
村
字

ラ
シ
ョ
ン
ナ
イ

日

人
以
上
宗
谷
支
部
12
月
入
会
)

自

白

島

三

戸

有
珠
郡
伊
達
町
字
鹿
島
町
15

年

竹

内

芳

正

虻
田
郡
虻
田
町
字
旭
町
5

6 6

(以
上
室
蘭
支
部
乾
月
入
会
)

9

阿

部

旁

帯
広
市
西
4
南
9

　
　　　
　　　　
　　
　
　
　
　
　　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

体兵
々

山木

J小
"
、
印
均

等一目
J小
野
袷
淋旧
法
球掛川
R
U

濕橇
外用
･/
"&登
第
J4貴
方
軋該
当
『

昭
和
鱒
年
後
月
8
日
ま
つ
消

柴

山

信

一
郎

音
更
町
字
音
更
北
ー
西
2

年

法
第
7
条
第
3
号
該
当

6

同
年
10
月
5
日
ま
つ
消

9 6

千

葉

費
治
郎

音
更
町
字
下
音
更
北
2
東
ー

t

第
7
条
第
3
号
該
当

同
年
ゆ
月
5
日
ま
つ
消

◇
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者

椴艘
氏

名

藤

氏

名

報

ー

石

黒

丈

士

加

藤

村

智

車

会

2

高

木

茂

美

卸

小

沢

康
次
郎

3

仲

内

貞

吉

笠

小

花

幸

士

士

4

宮

岸

康

治

鞘

菊

地

恭

一

書

7

中
世
古

清

志

節

林

春

江

政

8

湊

均

第

高

林

敏

男

行

9

長

井

元

治

綿

米

森

正

之

卿

瀬

戸

吉

広

複

入

賀

清
一郎

総

若

林

節

雑

鋼

川

瀬

知
江
子

海
~

幹

山

根

義

弘

物

小

原

健

栄

"北

燈

広

本

弥
平
次

得

清

野

重

蔵

倦

久

保

昭

吾

黎

菅

原

進

“

吉

田

輝

雄

侍

佐

藤

願

書

･旧

早

坂

猛

雄

稀

細

川

泰

秀

旧

大

堀

憲

子

“

細

川

和

子

卸

成

田

秀

夫

得

高

橋

盛

次

劉

熱

田

平
八
郎

鶏

賢

塔

正

二

符

佐

藤

舜

哉

即

鈴

木

功

勘
符

川

中

漸

騰

封

岩

谷

清

美

煎
鴉

谷

n

止

弘

艶

今

井

省

三

(

第

捻

金

昭

二

斑

黒

田

隆

2

向

井

誠

一

閃

山

上

正

治

(以
上
十
勝
支
部
12
月
入
会
)

細

木

貞

次

釧
路
市
花
園
町
7
の
ー

(以
上
釧
路
支
部
12
月
入
会

◇

転

出

入

者

松

田

友

弥

=
月
網
走
支
部
よ
り
札
幌
支
部
へ
転
入

大

橋

佐

七

“

旭
川
支
部
よ
り
札
幌
支
部
へ
転
入

◇

死

亡

者

両

国

男

二

旭
川
支
部
、
12
月
8
日
死
亡

斎

藤

福
次
郎

室
蘭
支
部
、
4
月
死
亡
、
乾
月
届
出

◇
退

会

者

斎

藤

好

富

病
気
休
業
餌
月
退
会

(札
幌
支
部
)

佐

藤

武

廃
業

12
月
退
会

(

"

)

◇
処

分
退

会

者

大
村
ヨ
シ
畭
翻
硼錦
操
廳
駝
頓
螂
鎧

(宗谷
)

長

田

久
治
郎

同

(
"
)

飛

沢

吉
太
郎

同

(網
走
)

米

沢

啓
太
郎

同

(室
蘭
)

阿

部

鉄

夫

鰹

奴
徽
的
月
限
り
退
会

(空
知
)

浪

内

久

雄

同

(
"
)

、

◇
休

業

小

林

芳

三

病
気
の
た
め
当
分
休
業
(空
知
)

近

田

三

夫

昭
和
41
年
中
月
迄
休
業

(旭
川
)

◇
事
務
所

変

更

石

造

政

治

新̂
)
札
幌
市
大
通
西
綣

谷

本

宏

新̂
)
帯
広
市
西
ー
藷
8
の
3

く

　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　
　

餌

-
僚

蕊
4

褥
′
文
!

‐

き
露
九
二
≠
舵
芒れ臨
ま
、批
弓≧.能

瘢

山

崎
･
昭

男
【

笠

井
"

上

章

三

鞘

鈴

木

勘
之
助

盤

舟

田

正

義

斜

畠

中

-専

斜

車

谷

芳
太
郎

隣

杉

本

隆

弘

甥

堤

志

郎

餅

佐

藤

紀

夫

卸

大

洲

博

銘

小
野
寺

浩

引

藍

沢

稔

わ

山

谷

金

蔵

鞘

山

本

和

彦

れ

鶴

野

宏

美

蜘

浅

野

清

信

お

古

沢

裕

明

野

富

樫

幸

一

刀

山

本

沢

古

兜

高

橋

春

蔵

門

南

部

暁
四
郎

◇

町
制
施
行
の
二
村

次
の
二
村
は
昭
和
41
年
!
月
ー
日
よ
り
町
と
な
る
。

奥
尻
郡
奥
尻
村
(檜
山
支
庁
)

上
川
郡
東
神
楽
村
(上
川
支
庁
)

◇
良
書
推
せ
ん

例
解
不
動
産
登
記
申
請
手
続

実
務
手
引
書
と
し
て
今
般
東
京
都
大
成
出
版
社
よ
り
発
刊
さ

れ
ま
し
た
。
日
行
達
推
奨

希
望
者
に
は
本
会
で
お
取
次
致
し
ま
す
。

定
価

二
、
0
0
0
円
(送
料
実
費
を
要
ず
)

△

斡
旋
物
資
価
格
表

本
誌
に
挿
入
L
て
あ
り
ま
す
。

第胆 第網 第留 第上 第槍 第“ 第“ 第渡 第“ 第“ 第“ 第“ 第" 第石

　　　　　　　　　　　　　　　　
掲

示
板

◇
行

政

書

士
登

録
者

鮖
筑
褪
歇
西
川
弱
舩
入
会

第
三
八
号

福

井

勝
一郎

札
幌
市
北
野
東
2

第
三
九
号

沢
田
千
代
太
郎

入
会

第
四
0
号

中

野

政

-

札
幌
市
北
筵
*

蕾

一号

児

玉

三

-

札
幌
市
水
車
町
9
の
苺

ル
些
夢

白

古

貫

入
会

三

川

辰
大
郎

函
館
市
亀
田
町

白

岩

司

八
雲
町
字
落
部

工

嬢

山
大
郎

七
飯
町
字
本
町

鏡

寿

市

檜
山
郡
上
ノ
国
国
字
上
ノ
国

氏

家

期

雄

旭
川
市
緑
町
“

寺

井

利

恵

留
前
市
見
晴
町
ー

一
一
宮

重

雄

紋
別
市
北
浜
町
ー

山

本

清

吉

入
会

- - 12 -

◇
行
政
書
士
登
録
ま
つ
消
者

工

藤

長

藏

留
萠
市
本
町
3
の
御

法
第
7
条
第
4
号
該
当

昭
和
40
年
10
月
22
日
ま
つ
浦

高

橋

頁

登
別
町
字
登
別
館

　
　　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭̂
和
40
年
=
月
、
12
分
月
)

1
月
2
日

入
会
･高
橋
利
夫
(札
幌
)

ー
拷
ー

卿
四
回
製
鍛
翼
員
会

産
業
会
館
に
て
午
後
一
時
よ
り
渡
辺
会
長
/
森
口

委
員
長
以
下
乾
名
出
席
し
、
記
念
式
典
実
施
後
の

残
務
に
つ
い
て
協
議
し
任
務
完
了
し
だ
。

"

4
日

入
会
･
日
下
部

豊

旭̂
川
)

"

事
務
所
移
転
、
谷
本
宏
(十
勝
)

"

6
日

旭
川
支
部
業
務
研
修
会

本
部
よ
り
渡
辺
会
長
と
森
口
理
事
出
席

"

複
日

日
高
支
庁
当
局
の
ご
協
力

未
入
会
者
指
導
上
参
考
の
た
め
、
本
会
会
期
並
び

に
会
員
名
簿
の
要
求
あ
り
、
即
=
送
付

"

13
日

吉
崎
光
子
氏
着
任

中
林
元
事
務
員
の
後
任
と
し
て
本
u
よ
り
執
務

〃

17
日

転
入
･
大
橋
位
七

(旭
川
よ
り
札
幌
へ
)

登
記
申
請
人
の
代
理
行
為
の
可
否
に
つ
い
て

右
は
司
法
書
士
法
に
基
づ
い
て
判
断
す
べ
き
問
題

と
思
料
す
る
旨
空
知
支
部
長
よ
り
の
照
会
に
回
答

経
理
部
長
代
理
を
置
く

- 13 ー

経
理
部
長
代
理
を
有
馬
理
事
に
委
嘱

経
理
事
務
引
総
完
了

有
馬
経
理
部
長
代
理
立
合
い
吉
崎
、
中
林
新
旧
事

務
員
経
理
事
務
の
引
縦
を
了
ず

"

爾
日

臨
時
監
査
会
並
び
に
部
長
会

山
木
監
事
に
よ
る
監
査
終
了
後
、
渡
辺
会
長
の
司

会
で
部
長
会

(佐
藤
、
蔭
山
、
有
馬
の
三
部
長
)

に
移
り
、
空
知
支
部
の
会
費
滞
納
者
二
名
の
処
置

(決
定
)
札
幌
支
部
の
会
費
免
除
申
請
者

手̂
続

　
　

不̂
備
)
に
つ
い
て
協
議
し
た
。



が
あ
っ
た
り
、
学
齢
に
達
し
た
後
の
も
の
、
そ
の
他
芸
筋
鴨

一
日
中
で
惨
つ
て
も
＼
司
こ
そ
〉
宝
U
′一宇
〕
、
Z
ご
ま
5
ず

一

-

-
ミ

ロ
日20　　　年6 6 (第25号)

"

入
会
勧
誘

元
会
員
矢
萩
氏

(網
走
)
に
再
入
会
を

労
務
管
理
士
平
田
氏
(札
幌
)
に
入
会
を
勧
誘

19
日

入
会
･
谷
岡
武
博

(札
幌
)

20
日

退
会
通
告
書
発
送

会
則
鴇
条
2
項
該
当
者
、
宗
谷
二
、
網
走
一
、
室

蘭
一
、
空
知
二

犯
日

喜
多
支
部
長
来
所

会
費
の
集
金
及
び
督
勧
状
況
に
つ
い
て
連
絡

支
部
総
会
の
開
催
要
請

釧
路
、
室
蘭
両
支
部
長
へ
早
急
に
総
会
を
開
催
す

る
よ
う
要
請
し
同
時
に
釧
路
、
胆
振
両
支
庁
当
局

に
そ
の
援
助
方
に
つ
い
て
お
願
い
し
た
絆

30
日

会
員
移
動
通
知
発
送

1
日

入
退
会

退
会
･斎
藤
好
富
(札
幌
)
病
気
の
た
め

入
会
･
中
村
栄
蔵

(宗
谷
)
西
川
勇
松

札̂
幌
)

三
井
隆
信
(旭
川
)
池
田
藤
三
郎
(旭
川
)

阿
部

勇
(十
勝
)
米
森
順
治
(十
勝
)

湯
泉

清
(札
幌
)
白
石

貢
(札
幌
)

4
日

会
報
十
一
月
号
発
送

6
日

会
費
納
入
調
書
発
送
、
行
政
書
士
試
験
合
格
発
表

7
日

入
会
･
坂
井
秀
明
(札
幌
)
島
貫
春
吉
(旭
川
)

退
会
･佐
藤

武
(札
幌
)
廃
業

死
亡
.
斎
藤
福
次
郎

(室
蘭
)
未
亡
人
よ
り
連
絡

8
日

死
亡
･
両
国
男
二

(旭
川
)
支
部
長
よ
り
連
絡

9
日

藤
山
副
会
長
道
外
出
張

日
行
達
八
支
部
代
表
者
会
議
並
び
に
臨
時
総
会
出

席
の
た
め
静
岡
県
へ

燧
日

内
容
証
明
会
費
催
告
書
発
送

北 海 道 行 政 書 士 会 報

"

30
日

12
月
ー
日

12
月
誌
日

"

21
日

誌
日

入
会
･
平
沢
静
江
(小
樽
)

四
日

臨
時
監
査
会

渡
辺
会
長
、
藤
山
、
有
馬
両
部
長
出
席
し
て
、
会

計
監
査
及
び
昭
和
40
年
度
予
算
更
正
に
つ
い
て
協

議

22
日

第
六
回
常
任
理
事
会

辰
美
に
於
て
午
後
4
時
よ
り
、
会
長
以
下
脇
名

出
席
、
藤
山
副
会
長
に
よ
る
日
行
達
八
支
部
代
表

者
会
議
並
び
に
臨
時
総
会
状
況
報
告
及
び
本
年
度

の
残
務
に
つ
い
て
協
議
決
定
し
た
。

27
日

入
会
･白
石
三
平
(室
蘭
)
竹
内
芳
正
(室
蘭
)

細
木
貞
次
(釧
路
)

"

喜
多
支
部
長
来
所

会
費
の
集
金
状
況
に
つ
い
て
連
絡

会
員
移
動
通
知
発
送

蹄
呈

さ
~
ち
第
三
霧

も

く

じ
き◆
≦
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